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青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(
平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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弘
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丁
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三
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〃

株
式
会
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っ
た
か
い
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弘
前
市
大
字
城
東

中
央
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丁
目
一
一

の
五

訪
問
介
護

株
式
会
社
あ

っ
た
か
い
ご

弘
前
市
大
字
城
東

中
央
四
丁
目
一
一

の
五

��

･

��･

��

株
式
会
社
ま

ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
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四
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の
一
九

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
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セ
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タ
ー

ま
ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
藤
巻
四
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一
七

��

･
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介
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予
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業
者
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予
防
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業
所
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青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
を
担
当
さ

せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護

法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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有
限
会
社
佐

藤
器
機

弘
前
市
大
字
安
原

三
丁
目
八
の
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

ハ
ッ
ピ
ー
Ｉ

Ｗ
Ａ
Ｋ
Ｉ

弘
前
市
大
字
五
代

字
早
稲
田
五
〇
八

の
四
五

平
成

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法

人
伸
康
会

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

平
成
の
家
シ

ョ
ー
ト
ス
テ

イ

弘
前
市
大
字
独
狐

字
石
田
一
二
一
の

一

〃

〃

〃

介
護
予
防

短
期
入
所

療
養
介
護

介
護
老
人
保

健
施
設
平
成

の
館

弘
前
市
大
字
石
渡

四
丁
目
一
三
の
七

〃

株
式
会
社
あ

っ
た
か
い
ご

弘
前
市
大
字
城
東

中
央
四
丁
目
一
一

の
五

介
護
予
防

訪
問
介
護

株
式
会
社
あ

っ
た
か
い
ご

弘
前
市
大
字
城
東

中
央
四
丁
目
一
一

の
五

��

･

��･

��

株
式
会
社
ま

ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
四
九

の
一
九

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

ま
ご
こ
ろ

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
藤
巻
四

七
八
の
一
七

��

･

�･

��

医
療
法
人
謙

昌
会

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
一
の

二

〃

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
み
ほ
の

八
戸
市
大
字
大
久

保
字
大
山
三
一
の

二

��

･

�･

�

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
佐

藤
器
機

弘
前
市
大
字
安
原
三
丁

目
八
の
一

ラ
イ
フ
Ｉ
Ｗ

Ａ
Ｋ
Ｉ

弘
前
市
大
字
五
代
字
早

稲
田
五
〇
八
の
四
五

平
成

��

･

��･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

あ
っ
た
か

い
ご
レ
ン

タ
ル
シ
ョ

ッ
プ

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル

岩
手
県
盛
岡

市
肴
町
二
の

三
一

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社

サ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル
八

戸
営
業
所

八
戸
市
沼
館

二
丁
目
三
〇

の
三

平
成

��･

�･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る

生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
介
護
予
防
支
援
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
四

条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護

機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成22年11月８日 月曜日 第3312号 �

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

あ
っ
た
か

い
ご
レ
ン

タ
ル
シ
ョ

ッ
プ

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル

岩
手
県
盛
岡

市
肴
町
二
の

三
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社

サ
ン
メ
デ

ィ
カ
ル
八

戸
営
業
所

八
戸
市
沼
館

二
丁
目
三
〇

の
三

平
成

��

･

�･

�

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

あ
っ
た
か
い
ご

レ
ン
タ
ル
シ
ョ

ッ
プ

変
更
後

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル

岩
手
県
盛
岡
市

肴
町
二
の
三
一

株
式
会
社
サ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル
八

戸
営
業
所

八
戸
市
沼
館
二

丁
目
三
〇
の
三

平
成

��

･

�･

�

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

介
護
予
防
支
援
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

社
会
福
祉
法

人
桜
木
会

む
つ
市
桜
木
町
一
三
の

一

む
つ
市
地
域

包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
桜
木

む
つ
市
大
湊
新
町
三
〇

の
一
〇

む
つ
市
小
川
町
一
丁
目

一
三
の
六
〇

平
成

��･

�･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢
例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当

さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平

成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
施
術
者
か
ら
施
術

所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五

条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
号

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

(

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
設

置)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

別
表
中

｢

青
森
県
子
ど
も
の
人
権
専
門
委
員
会｣

を

｢

青
森
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会｣

に
改
め

る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報�������	
� 	�� 第3312号

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務
所

の

所

在

地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

あ
っ
た
か
い
ご

レ
ン
タ
ル
シ
ョ

ッ
プ

変
更
後

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル

岩
手
県
盛
岡
市

肴
町
二
の
三
一

株
式
会
社
サ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル
八

戸
営
業
所

八
戸
市
沼
館
二

丁
目
三
〇
の
三

平
成

��

･

�･

�

氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

池
田

潤
一

弘
前
市
大
字
早
稲
田

二
丁
目
八
の
六

い
け
だ
整
骨
院

弘
前
市
大
字
早
稲
田

二
丁
目
八
の
六

平
成

��･

�･
�

区

分

氏

名

住

所

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

青
葉
町
接
骨
院

八
戸
市
青
葉
一
丁

目
三
の
七

変
更
後

大
久
保
明
悦

八
戸
市
青
葉

一
丁
目
三
の

七

青
葉
第
二
接
骨

院

八
戸
市
白
銀
三
丁

目
六
の
一
二
の
一

〇
一

平
成

��･

�･

�

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

津
軽
保
健
生
活
協

同
組
合
健
生
病
院

弘
前
市
大
字
野
田
二
丁
目
二
の
一

平
成
��･

��･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号

(

青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
一
号
の
表
中

｢

造

道

支

店

青
森
市
浪
打
一
丁
目

｣

及
び

｢

本

町

支

店

八
戸
市
小
中
野
八
丁
目

｣

を
削
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
施
行
協
議
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八
戸
市
の
行
う
七
崎
地
区
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に

係
る
協
議
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

条
例
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所
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勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診
療
科
目

指
定
年
月
日

小
笠
原

和
人

社
会
医
療
法
人

博
進
会

南
部

病
院

三
戸
郡
南
部
町
大
字

沖
田
面
字
千
刈
三
六

の
二

整
形
外
科

(

肢
体
不
自
由)

平
成��･

��･

�

発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
広
瀬
字
坂
元
六
三
一
番
地
一
田
中

孝
光

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
郷
沢
字
浜
田
一
五
一
番
地
二
畠
山

利
�

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
阿
弥
陀
川
字
汐
干
一
番
地
一
古
川

正
美

蓬
田

� �



� �

八
戸
市
庁

土
地
改
良
事
業
施
行
協
議
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
五
戸
町
の
行
う
七
崎
地
区
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に

係
る
協
議
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

内

芳

男

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

１

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

２

条
例
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
二
年
十
一
月
九
日
か
ら
同
年
十
二
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
戸
町
役
場

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂

沢
溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

西
北
地
域
県
民
局
長

小

野

�

昭

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

砂
土
路
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
一
月
八
日

上
北
地
域
県
民
局
長

小

林

巧

一

青 森 県 報�������	
� 	�� 第3312号

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃

増
田

範
昭

川
村

哲
雄

長
内

一
敏

弘
前
市
大
字
笹
舘
字
市
原
六
八
の
二

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
木
筒
字
下
藤
代
四
七

〃

〃

大
字
野
木
字
西
松
虫
一
〇
五

の
二

平
成

��

･

��･

�就
任

〃〃

〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

長
尾

英
孝

原
子

繁
一

田
沢

定
実

神

昭
弘

大
井

光
伸

乗
田

昭
彦

秋
庭

剛

花
田

英
昭

斎
藤

東
輔

永
野

久
夫

増
田

栄

寺
山

正
則

成
田

良
幸

長
尾

英
孝

田
沢

定
実

大
井

光
伸

神

昭
弘

川
村

哲
雄

秋
庭

剛

長
内

一
敏

斎
藤

昭
一

〃

〃

大
字
木
筒
字
中
柳
川
四
七

弘
前
市
大
字
三
和
字
川
合
二
八
一
の
三

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
野
木
字
西
松
虫
四
二
の

一つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
米
本
七
八
の
二

弘
前
市
大
字
三
和
字
上
池
神
六
一
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
野
木
字
上
藤
森
一
八
の

二〃

〃

大
字
木
筒
字
下
掛
橋
七
〇
の

一〃

〃

大
字
野
木
字
西
松
虫
二
三

弘
前
市
大
字
三
和
字
川
合
二
八
六

〃

〃

〃

六
の
一

〃

大
字
笹
舘
字
市
原
一
四

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
野
木
字
西
松
虫
六
の
二

〃

〃

〃

字
上
藤
森
一
〇
の

四〃

〃

大
字
木
筒
字
中
柳
川
四
七

〃

〃

大
字
野
木
字
西
松
虫
四
二
の

一弘
前
市
大
字
三
和
字
上
池
神
六
一
の
一

つ
が
る
市
柏
桑
野
木
田
米
本
七
八
の
二

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
木
筒
字
下
藤
代
四
七

〃

〃

〃

字
下
掛
橋
七
〇
の

一〃

〃

大
字
野
木
字
西
松
虫
一
〇
五

の
二

弘
前
市
大
字
三
和
字
川
合
二
四

〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

��･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

� �
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃〃

竹
内

広
之

新
山

亀
弥

千
葉

武
志

千
葉

孫
一

沼
尾

幸
一

小
笠
原
昭
彦

小
笠
原
正
治

小
笠
原
晶
一

坂
本

宏

新
山
助
十
郎

沼
田

貞
実

竹
内

幸
夫

市
川
英
一
郎

竹
内

広
之

新
山

亀
弥

千
葉

武
志

千
葉

孫
一

沼
尾

幸
一

小
笠
原
繁
志

市
川

広
治

小
笠
原
武
志

坂
本

宏

尾
形

修

新
山
助
十
郎

沼
田

貞
実

小
笠
原
正
治

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
東
道
ノ
上
二
五
の

一〃

〃

〃

字
中
久
根
一

〃

〃

〃

字
明
堂
向
六
七

〃

〃

〃

〃

六
八
の
一

〃

〃

〃

字
沼
端
二
〇
の
一

〃

〃

〃

字
中
久
根
下
五
四
の

一〃

〃

〃

字
舘
野
三
八
の
一

〃

〃

〃

字
向
山
二
八
の
二

〃

〃

〃

字
大
沢
三
七
の
一

〃

〃

〃

字
明
堂
向
一
三
八
の

一〃

〃

〃

字
沼
端
五
七
の
一

〃

〃

〃

字
東
道
ノ
上
二
の
二

〃

〃

〃

字
舘
野
三
〇

〃

〃

〃

字
東
道
ノ
上
二
五
の

一〃

〃

〃

字
中
久
根
一

〃

〃

〃

字
明
堂
向
六
七

〃

〃

〃

〃

六
八
の
一

〃

〃

〃

字
沼
端
二
〇
の
一

〃

〃

〃

字
中
久
根
下
二
三
の

一〃

〃

〃

字
舘
野
七
三
の
三

〃

〃

〃

字
淋
代
四
の
二

〃

〃

〃

字
大
沢
三
七
の
一

〃

〃

〃

字
道
ノ
下
一
〇
一
の

六〃

〃

〃

字
明
堂
向
一
三
八
の

一〃

〃

〃

字
沼
端
五
七
の
一

〃

〃

〃

字
舘
野
三
八
の
一

平
成

��･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


